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１．はじめに

2

本概要は、地方公共団体（都道府県47団体、市区町村1,741団体※）を対象に実施した調査結果（「地方公共団体における
行政情報化の推進状況調査」等）を令和５年４月１日現在の状況として取りまとめたものである。
※ 令和６年能登半島地震の影響により、一部調査においては、石川県の一部市町を除いて集計している。
それぞれの調査項目の個別データ（一部を除く。）については総務省のホームページに掲載しているので、適宜参考にされたい。

（参考）近年の自治体DX・情報化に関する取組
総務省自治行政局における取組等 法律の施行、政府全体の政策等

平成30年
（2018年）

５月
９月

「地方公共団体におけるオンライン利用促進指針」の策定
「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」（一部改定）
「地方公共団体における情報セキュリティ監査に関するガイドライン」（一部改定）

１月
６月

７月

「デジタル・ガバメント実行計画」の策定
「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民活用データ活用推進基本計画」の策定
「経済財政運営と改革の基本方針2018」
「未来投資戦略2018」
「デジタル・ガバメント実行計画」の改定

平成31年
令和元年
（2019年）

12月「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインの改定等に係る検
討会」の設置

６月
12月

「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」（デジタル手続法）の制定
「デジタル・ガバメント実行計画」の改定

令和２年
（2020年）

３月
12月

「地方公共団体におけるオンライン利用促進指針」の改定
「自治体デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進計画」の策定
「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」（一部改定）
「地方公共団体における情報セキュリティ監査に関するガイドライン」（一部改定）

12月「デジタル・ガバメント実行計画」の改定
「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」

令和３年
（2021年）

７月

12月

「自治体DX推進手順書」の作成
「自治体の行政手続のオンライン化に係る手順書」の策定
「自治体の行政手続のオンライン化に係る申請管理システム等の構築に関する標準仕様
書」の策定
「地域社会のデジタル化に係る参考事例集」の作成

５月
12月

「デジタル改革関連法」の成立
「デジタル社会の実現に向けた重点計画」の策定

令和４年
（2022年）

３月

９月

「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」（一部改定）
「地方公共団体における情報セキュリティ監査に関するガイドライン」（一部改定）
「自治体デジタルトランスフォーメーション（DX）推進計画」の改定（2.0版）
「自治体DX推進手順書」の改定
「地域社会のデジタル化に係る参考事例集」の改定

６月

10月
12月

「デジタル社会の実現に向けた重点計画」の改定
「デジタル田園都市国家構想基本方針」の策定
「地方公共団体情報システム標準化基本方針」の策定
「デジタル田園都市国家構想総合戦略」の策定

令和５年
（2023年）

３月

11月
12月

「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」（一部改定）
「地方公共団体における情報セキュリティ監査に関するガイドライン」（一部改定）
「自治体デジタルトランスフォーメーション（DX）推進計画（2.1版）」の改定等
「自治体デジタルトランスフォーメーション（DX）推進計画（2.2版）」の改定等

６月
９月
12月

「デジタル社会の実現に向けた重点計画」の改定
「地方公共団体情報システム標準化基本方針」の改定
「デジタル田園都市国家構想総合戦略」の改定

令和６年
（2024年）

２月
４月

「自治体デジタルトランスフォーメーション（DX）推進計画（2.3版）」の改定等
「自治体デジタルトランスフォーメーション（DX）推進計画（3.0版）」の改定等



２．調査結果 （１）自治体DXの推進体制等
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１ CIO（情報化統括責任者）の任命
都道府県では43団体（91.5％）、市区町村では1,270団体（73.3％）がCIOを任命している。
また、任命している団体のうち、役職の内訳・外部デジタル人材の任用の有無は次のとおりである。

① 組織体制

CIOの任命

CIOの役職
8

(18.6%)

24
(55.8%)

6
(14.0%)

5
(11.6%)

知事…8
副知事…24
部局長級…6
課長級…0
その他…5

都道府県
任命している

43

43
(91.5%)

4
(8.5%)

任命している…43

任命していない…4
都道府県

47

1,270
(73.3%)

463
(26.7%)

任命している…1,270

任命していない…463
市区町村
1,733

130
(10.2%)

981
(77.2%)

58
(4.6%)

93
(7.3%)

8
(0.6%)

市区町村長…130
副市区町村長…981
部局長級…58
課長級…93
その他…8

市区町村
任命している

1,270
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外部デジタル人材の任用

２ CIO補佐官等の任命
都道府県では30団体（63.8％）、市区町村では846団体（48.8％）がCIO補佐官等を任命している。
また、任命している団体のうち、役職の内訳、外部デジタル人材の活用の有無、CIO補佐官等の任命人数及び
外部デジタル人材活用人数は次のとおりである。

CIO補佐官等の任命

※１

※１ 外部デジタル人材の任用･･･外部デジタル人材を常勤職員又は非常勤職員として任用することをいう。外部への業務委託や委嘱は含まない。以下同じ。

9
(20.9%)

34
(79.1%)

任用している…9

任用していない…34

23
(1.8%)

1,247
(98.4%)

任用している…23

任用していない…1,247
43

市区町村
任命している

1,270

30
(63.8%)

17
(36.2%) 任命している…30

任命していない…17
都道府県

47
市区町村
1,733

846
(48.8%)887

(51.2%)

任命している…846

任命していない…887



5

外部デジタル人材の活用

CIO補佐官等の役職

※２

※２ 外部デジタル人材の活用･･･外部デジタル人材の知見を活用することを目的として任用等を行うことをいい、活用の形式（常勤・非常勤の別、任用された者か
業務委託による者かの別、任期の有無等）を問わない（ただし、地域情報化アドバイザーの活用など都度アドバイスを受けるもの
を除く。）。以下同じ。

4
(13.3%)

6
(20.0%)

10
(33.3%)

10
(33.3%) 副知事…0

顧問・参与等…4
部局長級…6
課長級…10
その他…10

都道府県
任命している

30

17
(56.7%)

13
(43.3%)

活用している…17

活用していない…13
都道府県
任命している

30

37
(4.4%)

33
(3.9%)

204
(24.1%)

374
(44.2%)

198
(23.4%)

副市区町村長…37

顧問・参与等…33

部局長級…204

課長級…374

その他…198

市区町村
任命している

846

219
(25.9%)

627
(74.1%)

活用している…219

活用していない…627
市区町村
任命している

846
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CIO補佐官等の任命人数及び外部デジタル人材の活用人数

CIO補佐官等の任命人数（人）
うち、外部デジタル人材の活用人数（人）

都道府県 74 31

市区町村 1,108 264

合計（人） 1,182 295

３ CISOの任命
都道府県では46団体（97.9％）、市区町村では1620団体（93.5％）がCISOを任命している。
また、任命している団体のうち、役職の内訳及び外部デジタル人材の任用の有無は次のとおりである。

46
(97.9%)

1
(2.1%)

任命している…46

任命していない…1都道府県
47

CISOの任命

1,620
(93.5%)

113
(6.5%)

任命している…1,620

任命していない…113
市区町村
1,733
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CISOの役職

3
(6.5%)

24
(52.2%)

15
(32.6%)

1
(2.2%)

3
(6.5%)

首長…3
副知事・副市区町村長…24
部局長級…15
課長級…1
その他…3

都道府県
任命している

46

61
(3.8%)

1,382
(85.3%)

73
(4.5%)

92
(5.7%)

12
(0.7%)

首長…61
副知事・副市区町村長…1,382
部局長級…73
課長級…92
その他…12

市区町村
1,620

CISOにおける外部デジタル人材の任用

2
(4.3%)

44
(95.7%)

任用している…2

任用していない…44
都道府県
任命している

46

9
(0.6%)

1,611
(99.4%)

任用している…9

任用していない
…1,611

市区町村
任命している

1,620
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４ DXを推進するための全庁的・横断的な推進体制の構築
都道府県では46団体（97.9%）、市区町村では1,133団体（65.4％）が推進体制を構築して

いる。

※３

46
(97.9%)

1
(2.1%)

構築している…46

構築していない…1都道府県
47

1,133
(65.4%)

600
(34.6%)

構築している…1,133

構築していない…600市区町村
1,733

※３ 全庁的・横断的な推進体制･･･都道府県においては知事や副知事等、市区町村においては市区町村長や副市区町村長等のリーダーシップや庁内マネジメントの下、
各部局が連携してDXを推進する体制。（例：推進本部・連絡会議の設置等）
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５ DX推進専任部署の設置
都道府県では全団体、市区町村では902団体（52.0％）がDX推進専任部署を設置している。
また、部署の単位の内訳については次のとおりである。

DX推進専任部署の設置

※４

902
(52.0%)

831
(48.0%)

設置している…902

設置していない…831
市区町村
1,733

47
(100%)

設置している…47

設置していない…0都道府県
47

DX推進専任部署の単位

12
(25.5%)

32
(68.1%)

2
(4.3%)

1
(2.1%)

部局…12
課室…32
係…2
その他…1

都道府県
設置している

47

32
(3.5%)

503
(55.8%)

345
(38.2%)

22
(2.4%)

部局…32
課室…503
係…345
その他…22

市区町村
設置している

902

※４ DX推進専任部署・・・DX推進の企画立案や部門間の総合調整、全体方針や個々のDXの取組の進捗管理等を担う部署。
したがって、デジタル化推進課等が想定される。
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６ DX推進担当課室・情報政策担当課室の職員数

DX推進担当課室・情報政策担当課室の職員数（人）

都道府県 2,039

市区町村 10,203

合計（人） 12,242

1 11 81 6 5 10 1
1

5 29
26

3 4
46

102 104 95

244

102

10
34

173

282
207

115

48

51

11

3

0

50

100

150

200

250

300

350

0名 1名 2名 3名 4名 5名 6～10名 11～20名 21～50名 51名以上

地
方
公
共
団
体
数

DX・情報関係業務担当職員数

市区町村のDX・情報関係業務担当職員数

指定都市 特別区 中核市 市（指定都市・中核市除く） 町村
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37
(78.7%)

10
(21.3%)

活用している…37

活用していない…10都道府県
47

522
(30.1%)

1,211
(69.9%)

活用している…522

活用していない…1,211市区町村
1,733

35
(74.5%)

12
(25.5%)

任用している…35

任用していない…12
都道府県

47

344
(19.8%)

1,389
(80.2%)

任用している…344

任用していない…1,389
市区町村
1,733

８ DXを推進するための外部デジタル人材の活用
都道府県では37団体（78.7％）、市区町村では522団体（30.1％）が外部デジタル人材を活用している。

７ DXを推進するための外部デジタル人材の任用
都道府県では35団体（74.5％）、市区町村では344団体（19.8％）が外部デジタル人材を任用している。
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９ 外部デジタル人材の任用人数等

外部デジタル人材の活用人数（人）

うち、外部デジタル人材の任用人数（人）

都道府県 144 84

市区町村 916 503

合計（人） 1,060 587
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・DX・情報化を推進するための職員育成の取組
都道府県では全団体、市区町村では1,437団体（82.9％）が取組を実施している。

② DX・情報化についての職員育成

47
(100%)

実施している…47

実施していない…0

都道府県
47

1,437
(82.9%)

296
(17.1%)

実施している…1,437

実施していない…296
市区町村
1,733

DX・情報化を推進するための職員育成の取組を実施している団体の取組内容は次のとおりである。（複数回答）

100%
(47)

100%
(47)

53.2%
(25)

59.6%
(28) 42.6%

(20)
40.4%
(19) 10.6%

(5)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

D
X
・
情
報
化
に
関
す

る
研
修
の
実
施
（
自
団

体
が
主
催
す
る
も
の
）

D
X
・
情
報
化
に
関
す
る

研
修
の
実
施
（
都
道
府
県

、
J
-
L
I
S
な
ど
外
部

機
関
が
主
催
す
る
も
の
）

情
報
政
策
担
当
課
と
業

務
担
当
課
と
の
積
極
的

な
人
事
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン

D
X
・
情
報
化
に
関

す
る
人
材
育
成
方
針

の
策
定

デ
ジ
タ
ル
ス
キ
ル
向
上

等
を
目
的
と
し
た
他
機

関(

民
間
企
業
、
他
団
体

等)

へ
の
職
員
派
遣

そ
の
他

D
X
・
情
報
化
に
係
る
資

格
試
験
の
受
験
等
に
対
す

る
助
成
制
度
の
実
施

都道府県（47団体中）

71.5%
(1,028)

86.2%
(1,239)

10.3%
(148)

6.1%
(88)

6.1%
(88)

12.6%
(181) 1.7%

(24)
0%

20%

40%

60%

80%

100%

D
X
・
情
報
化
に
関
す

る
研
修
の
実
施
（
自
団

体
が
主
催
す
る
も
の
）

D
X
・
情
報
化
に
関
す
る

研
修
の
実
施
（
都
道
府
県

、
J
-
L
I
S
な
ど
外
部

機
関
が
主
催
す
る
も
の
）

情
報
政
策
担
当
課
と
業

務
担
当
課
と
の
積
極
的

な
人
事
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン

D
X
・
情
報
化
に
関

す
る
人
材
育
成
方
針

の
策
定

デ
ジ
タ
ル
ス
キ
ル
向
上

等
を
目
的
と
し
た
他
機

関(

民
間
企
業
、
他
団
体

等)

へ
の
職
員
派
遣

そ
の
他

D
X
・
情
報
化
に
係
る
資

格
試
験
の
受
験
等
に
対
す

る
助
成
制
度
の
実
施

市区町村（1,437団体中）
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「DX・情報化に関する研修について、階層や職種などで研修の対象が限られている場合の研修内容（自団体が主
催するもの又はJ-LISなど外部団体が主催するもの）は次のとおりである。（複数回答）」

75.7%
(599)

52.0%
(411)

32.1%
(254)

16.9%
(134)

15.0%
(119)

19.7%
(156)

21.5%
(170) 10.7%

(85)
7.0%
(55)

64.1%
(507)

2.4%
(19)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

市区町村（791団体中）

そ
の
他

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

デ
ザ
イ
ン
思
考
、
U
I
/
U
X
デ
ザ
イ
ン

B
P
R

デ
ー
タ
の
利
活
用

情
報
シ
ス
テ
ム
等
の
調
達
・
運
用

ノ
ー
コ
ー
ド
・
ロ
ー
コ
ー
ド
ツ
ー
ル
活
用
方
法

R
P
A
や
A
I
な
ど
の
導
入
又
は

導
入
予
定
の
ツ
ー
ル
の
活
用
方
法

基
礎
的
な
知
識
（
I
T
・
デ
ジ
タ
ル
リ
テ
ラ

シ
ー
・
O
f
f
i
c
e
ソ
フ
ト
等
）
の
習
得

D
X
の
認
識
共
有
・
意
識
啓
発

94.7%
(36)

76.3%
(29)

55.3%
(21) 44.7%

(17)
34.2%
(13)

65.8%
(25)

55.3%
(21)

28.9%
(11)

26.3%
(10)

73.7%
(28)

13.2%
(5)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

都道府県（38団体中）

そ
の
他

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

デ
ザ
イ
ン
思
考
、
U
I
/
U
X
デ
ザ
イ
ン

B
P
R

デ
ー
タ
の
利
活
用

情
報
シ
ス
テ
ム
等
の
調
達
・
運
用

ノ
ー
コ
ー
ド
・
ロ
ー
コ
ー
ド
ツ
ー
ル
活
用
方
法

R
P
A
や
A
I
な
ど
の
導
入
又
は

導
入
予
定
の
ツ
ー
ル
の
活
用
方
法

基
礎
的
な
知
識
（
I
T
・
デ
ジ
タ
ル
リ
テ
ラ

シ
ー
・
O
f
f
i
c
e
ソ
フ
ト
等
）
の
習
得

D
X
の
認
識
共
有
・
意
識
啓
発
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「DX・情報化に関する研修について、希望者や全職員必須など、全職員が研修の対象となりうる場合の研修内容
（自団体が主催するもの又はJ-LISなど外部団体が主催するもの）は次のとおりである。（複数回答）」

84.8%
(39)

93.5%
(43)

76.1%
(35)

52.2%
(24)

41.3%
(19)

89.1%
(41)

52.2%
(24)

41.3%
(19)

28.3%
(13)

93.5%
(43)

4.3%
(2)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

都道府県（46団体中）

そ
の
他

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

デ
ザ
イ
ン
思
考
、
U
I
/
U
X
デ
ザ
イ
ン

B
P
R

デ
ー
タ
の
利
活
用

情
報
シ
ス
テ
ム
等
の
調
達
・
運
用

ノ
ー
コ
ー
ド
・
ロ
ー
コ
ー
ド
ツ
ー
ル
活
用
方
法

R
P
A
や
A
I
な
ど
の
導
入
又
は
導

入
予
定
の
ツ
ー
ル
の
活
用
方
法

基
礎
的
な
知
識
（
I
T
・
デ
ジ
タ
ル

リ
テ
ラ
シ
ー
・
O
f
f
i
c
e
ソ
フ

ト
等
）
の
習
得

D
X
の
認
識
共
有
・
意
識
啓
発

そ
の
他

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

デ
ザ
イ
ン
思
考
、
U
I
/
U
X
デ
ザ
イ
ン

B
P
R

デ
ー
タ
の
利
活
用

情
報
シ
ス
テ
ム
等
の
調
達
・
運
用

ノ
ー
コ
ー
ド
・
ロ
ー
コ
ー
ド
ツ
ー
ル
活
用
方
法

R
P
A
や
A
I
な
ど
の
導
入
又
は

導
入
予
定
の
ツ
ー
ル
の
活
用
方
法

基
礎
的
な
知
識
（
I
T
・
デ
ジ
タ
ル

リ
テ
ラ
シ
ー
・
O
f
f
i
c
e
ソ
フ

ト
等
）
の
習
得

D
X
の
認
識
共
有
・
意
識
啓
発

70.2%

(844)
60.9%

(733)

35.1%

(422)

19.3%

(232) 11.3%

(136)

20.8%

(250)
19.0%

(229)
9.5%

(114)
6.1%

(73)

68.8%

(828)

2.1%

(25)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

市区町村（1,203団体中）
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DX・情報化に係る資格試験の受験等に対する助成対象経費は次のとおりである。（複数回答）

DX・情報化に係る資格試験の受験等に対する助成対象となる国家試験の範囲は次のとおりである。
（複数回答）

78.9%
(15)

0%
(0)

0%
(0)

21.1%
(4)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

I
T
パ
ス
ポ
ー
ト
以
上
の

情
報
処
理
技
術
者
資
格
試

験
を
対
象
と
し
て
い
る

基
本
情
報
技
術
者
以
上
の

情
報
処
理
技
術
者
資
格
試

験
を
対
象
と
し
て
お
り
、

I
T
パ
ス
ポ
ー
ト
を
含
ま

な
い

応
用
情
報
技
術
者
以
上
の

情
報
処
理
技
術
者
資
格
試

験
を
対
象
と
し
て
お
り
、

I
T
パ
ス
ポ
ー
ト
・
基
本
情

報
処
理
技
術
者
資
格
試
験

を
含
ま
な
い

そ
の
他

都道府県（19団体中）
75.1%
(136)

2.2%
(4)

1.1%
(2)

21.5%
(39)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

I
T
パ
ス
ポ
ー
ト
以
上
の

情
報
処
理
技
術
者
資
格
試

験
を
対
象
と
し
て
い
る

基
本
情
報
技
術
者
以
上
の

情
報
処
理
技
術
者
資
格
試

験
を
対
象
と
し
て
お
り
、

I
T
パ
ス
ポ
ー
ト
を
含
ま

な
い

応
用
情
報
技
術
者
以
上
の

情
報
処
理
技
術
者
資
格
試

験
を
対
象
と
し
て
お
り
、

I
T
パ
ス
ポ
ー
ト
・
基
本
情

報
処
理
技
術
者
資
格
試
験

を
含
ま
な
い

そ
の
他

市区町村（181団体中）

そ
の
他

講
座
等
受
講
料

受
験
料

73.7%

(14)
52.6%

(10)

5.3%

(1)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

受
験
料

そ
の
他

都道府県（19団体中）

講
座
等
受
講
料

85.1%

(154)

54.1%

(98)

17.7%

(32)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

市区町村（181団体中）
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市区町村への具体的な支援の内容は
次のとおりである。（複数回答）

市区町村への支援の状況については、
下記のとおりである。（左2つの選択肢は複数選択可）

③ 都道府県による市町村支援（都道府県のみの回答）

31.9%
(15)

48.9%
(23)

31.9%
(15)

0%
(0)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

都
道
府
県
が
任
用
等
を
行
っ

た
人
材
に
よ
る
市
区
町
村
支

援
の
体
制
を
構
築
し
て
い
る

都
道
府
県
か
ら
民
間
事
業
者
に
対

し
て
市
区
町
村
支
援
の
取
組
を
委

託
し
て
い
る

継
続
的
に
市
区
町
村
へ
支
援
を
行
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
が
、

市
区
町
村
か
ら
の
相
談
や
支
援
の
依
頼
に

対
応
可
能
な
体
制
を
構
築
し
て
い
る

特
に
何
も
行
っ
て
い
な
い

都道府県（47団体中）

40.6%
(13)

81.3%
(26)

56.3%
(18) 50.0%

(16)

65.6%
(21)

28.1%
(9)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

D
X
・
情
報
化
計
画
等
の
策
定
・

見
直
し
案
の
作
成

人
材
育
成
（
研
修
企
画
・
講
師
等
）

デ
ジ
タ
ル
技
術
等
も
活
用
し

た
業
務
見
直
し
（
B
P
R
）
、

シ
ス
テ
ム
発
注
支
援

デ
ー
タ
利
活
用
に
関
す
る
助
言

都道府県（32団体中）

そ
の
他

標
準
化
・
ク
ラ
ウ
ド
化
に
向
け
た
助

言
・
仕
様
調
整
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④ DXを推進するための全体方針の策定状況

１ 全体方針の策定
都道府県では全団体、市区町村では862団体（49.7%）が策定している。

862
(49.7%)

184
(10.6%)

193
(11.1%)

494
(28.5%) 策定している…862

令和５年度中に策定を予
定している…184

令和６年度以降に策定を
予定している…193

未定…494

市区町村
1,733

47
(100%)

策定している…47
都道府県

47
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２ DXを推進するための全体方針において掲げている事項（複数回答）
全体方針において掲げている事項は、都道府県では「行政手続のオンライン化」が47団体（100％）
と最も多かった。

100%
(47)

34.0%
(16) 27.7%

(13) 25.5%
(12)

83.0%
(39)

91.5%
(43) 76.6%

(36)

21.3%
(10)

55.3%
(26)

83.0%
(39)

78.7%
(37)

80.9%
(38)

85.1%
(40)

87.2%
(41)

68.1%
(32)

87.2%
(41)

89.4%
(42) 76.6%

(36)

44.7%
(21)

74.5%
(35)

40.4%
(19)

12.8%
(6)

42.6%
(20)

68.1%
(32)

38.3%
(18)

80.9%
(38)

83.0%
(39)

19.1%
(9)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

マ
イ
ナ
カ
ー
ド
の
普
及
促
進
・
利
用
の
促
進

行
政
手
続
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化

庁
舎
空
間
の
改
革
（
記
載
台
等
の
削
減
等
）

窓
口
改
革
（
リ
モ
ー
ト
窓
口
、
書
か
な
い
窓
口
等
）

申
請
デ
ー
タ
の
集
約
・
活
用

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
徹
底

自
治
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
・

共
通
化

生
成
A
I
の
活
用

A
I
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
の
導
入

（
問
合
せ
業
務
の
自
動
化
等
）

そ
の
他
、
A
I
を
活
用
し
た
業
務
効
率
化

（
会
議
録
作
成
、
申
請
書
読
取
、
数
値
予
測
等
）

庁
内
の
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
の
推
進

R
P
A
に
よ
る
業
務
効
率
化

テ
レ
ワ
ー
ク
の
推
進

地
域
社
会
の
デ
ジ
タ
ル
化

デ
ジ
タ
ル
デ
バ
イ
ド
対
策

B
P
R
の
取
組
の
推
進

オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
の
推
進

官
民
デ
ー
タ
活
用
推
進

都道府県（47団体中）

自
治
体
の
広
報
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化

電
子
文
書
管
理
・
電
子
決
裁
の
推
進

契
約
事
務
の
デ
ジ
タ
ル
化

議
会
の
デ
ジ
タ
ル
化

G
I
S
の
活
用
推
進

W
e
b
会
議
の
活
用
推
進

ロ
ー
コ
ー
ド
・
ノ
ー
コ
ー
ド
ツ
ー
ル
の
導
入

行
政
分
野
に
お
け
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
化

の
推
進

市
町
村
の
支
援

※
都
道
府
県
の
み

そ
の
他



20

96.6%
(833)

65.4%
(564)

18.8%
(162)11.6%

(100)

87.2%
(752)

88.1%
(759)

83.4%
(719)

20.5%
(177)

38.9%
(335)

72.9%
(628)

84.8%
(731) 80.3%

(692)
66.1%
(570)

82.4%
(710)

54.5%
(470)

71.1%
(613)

41.5%
(358)

70.2%
(605)

24.2%
(209)

54.2%
(467)

22.9%
(197) 17.1%

(147)

29.8%
(257)

40.7%
(351)

20.6%
(178)

59.4%
(512)

0.2%
(2)

9.2%
(79)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

マ
イ
ナ
カ
ー
ド
の
普
及
促
進
・
利
用
の
促
進

行
政
手
続
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化

庁
舎
空
間
の
改
革
（
記
載
台
等
の
削
減
等
）

窓
口
改
革
（
リ
モ
ー
ト
窓
口
、
書
か
な
い
窓
口
等
）

申
請
デ
ー
タ
の
集
約
・
活
用

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
徹
底

自
治
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
・
共
通
化

生
成
A
I
の
活
用

A
I
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
の
導
入

（
問
合
せ
業
務
の
自
動
化
等
）

そ
の
他
、
A
I
を
活
用
し
た
業
務
効
率
化

（
会
議
録
作
成
、
申
請
書
読
取
、
数
値
予
測
等
）

庁
内
の
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
の
推
進

R
P
A
に
よ
る
業
務
効
率
化

テ
レ
ワ
ー
ク
の
推
進

地
域
社
会
の
デ
ジ
タ
ル
化

デ
ジ
タ
ル
デ
バ
イ
ド
対
策

B
P
R
の
取
組
の
推
進

オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
の
推
進

官
民
デ
ー
タ
活
用
推
進

市区町村（862団体中）

自
治
体
の
広
報
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化

電
子
文
書
管
理
・
電
子
決
裁
の
推
進

契
約
事
務
の
デ
ジ
タ
ル
化

議
会
の
デ
ジ
タ
ル
化

G
I
S
の
活
用
推
進

W
e
b
会
議
の
活
用
推
進

ロ
ー
コ
ー
ド
・
ノ
ー
コ
ー
ド
ツ
ー
ル
の
導
入

行
政
分
野
に
お
け
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
化
の

推
進

市
町
村
の
支
援

※
都
道
府
県
の
み

そ
の
他

２ DXを推進するための全体方針において掲げている事項（複数回答）
全体方針において掲げている事項は、市区町村では「行政手続のオンライン化」が833団体（96.6％）
と最も多かった。
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３ 全体方針の進捗管理について
都道府県では16団体（34.0％）、市区町村では425団体（49.3％）において取組事項ごとに工程表を
作成し進捗管理を行っている。また、都道府県では8団体（17.0％）、市区町村では140団体（16.2％）
において取組事項ごとにKPIを設定し、取組の効果を定期的に把握している。

工程表の作成

KPIの設定

34.0%
(16)

23.4%
(11)

27.7%
(13)

14.9%
(7) 取組事項ごとに工程表を

作成している…16

一部の取組事項について
工程表を作成している…11

工程表の作成以外の方
法で取組期間を定めて実
施している…13
取組期間を定めていない
…7

都道府県
47 49.3%

(425)

19.8%
(171)

13.2%
(114)

17.6%
(152)

取組事項ごとに工程表を作
成している…425

一部の取組事項について工
程表を作成している…171

工程表の作成以外の方法で取
組期間を定めて実施している
…114

取組期間を定めていない
…152

市区町村
862

17.0%
(8)

61.7%
(29)

12.8%
(6)

8.5%
(4) 取組事項ごとにKPIを設

定し、定期的に把握して
いる…8

一部の取組事項につい
てKPIを設定し、定期的
に把握している…29

KPI以外の方法で効果を
把握している…6

把握していない…4

都道府県
47

16.2%
(140)

20.0%
(172)

9.6%
(83)

54.2%
(467)

取組事項ごとにKPIを設
定し、定期的に把握し
ている…140

一部の取組事項について
KPIを設定し、定期的に把
握している…172

KPI以外の方法で効果
を把握している…83

把握していない…467

市区町村
862



指定都市（20団体中）

90%（18）

60%（12）

70%（14）

25%（5）

85%（17）

95%（19）

55%（11）

60%（12）

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

手続き案内システム

AIチャットボット

予約システム

リモート窓口

キオスク端末

総合案内

ワンストップ窓口

書かない窓口

全市区町村（1733団体中）

15.9%（276）

19.3%（334）

17.7%（306）

8.3%（143）

54.5%（945）

55.5%（962）

28%（485）

20.9%（363）

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

手続き案内システム

AIチャットボット

予約システム

リモート窓口

キオスク端末

総合案内

ワンストップ窓口

書かない窓口

（２）自治体フロントヤード改革の取組状況等

① 住民との接点の多様化
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中核市（61団体中）

45.9%（28）

45.9%（28）

55.7%（34）

29.5%（18）

82%（50）

98.4%（60）

63.9%（39）

55.7%（34）

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

手続き案内システム

AIチャットボット

予約システム

リモート窓口

キオスク端末

総合案内

ワンストップ窓口

書かない窓口

特別区（23団体中）

39.1%（9）

65.2%（15）

60.9%（14）

17.4%（4）

95.7%（22）

87%（20）

52.2%（12）

47.8%（11）

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

手続き案内システム

AIチャットボット

予約システム

リモート窓口

キオスク端末

総合案内

ワンストップ窓口

書かない窓口
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指定都市・中核市以外の市（706団体中）

20.3%（143）

28.8%（203）

26.1%（184）

13.3%（94）

76.6%（541）

80.7%（570）

34.6%（244）

29%（205）

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

手続き案内システム

AIチャットボット

予約システム

リモート窓口

キオスク端末

総合案内

ワンストップ窓口

書かない窓口

町村（923団体中）

8.5%（78）

8.2%（76）

6.5%（60）

2.4%（22）

34.1%（315）

31.7%（293）

19.4%（179）

10.9%（101）

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

手続き案内システム

AIチャットボット

予約システム

リモート窓口

キオスク端末

総合案内

ワンストップ窓口

書かない窓口
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ライフイベント別ワンストップ窓口の実施分野（複数回答）

引
っ
越
し

関
係

結
婚
関
係

26.3%
(84) 15.6%

(50)
20.3%
(65)

31.6%
(101)

90.6%
(290)

1.6%
(5)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

出
生
関
係

お
く
や
み

関
係

市区町村（３２０団体中）

子
育
て

関
係

そ
の
他

ワンストップ窓口の実施形態

34.0%
(165)

66.0%
(320)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

総
合
窓
口

ラ
イ
フ
イ
ベ
ン

ト
別
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
窓
口

市区町村（４８５団体中）

書かない窓口の実施方式（複数回答）

職
員
が
聞
き

取
っ
て
端
末

に
入
力

本
人
が
端
末

（
タ
ブ
レ
ッ
ト

等
）
に
入
力

34.4%
(125)

51.2%
(186) 31.7%

(115)

62.3%
(226) 37.7%

(137)
5.5%
(20)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

本
人
が
ネ
ッ
ト
で

事
前
記
入

自
治
体
が
保
持

し
て
い
る
デ
ー

タ
を
表
示

市区町村（363団体中）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
用
い

て
読
み
込
み
入

力 そ
の
他

書かない窓口をワンストップ窓口で運用している団体

市区町村（162団体中）

25

70
(43.2%)

92
(56.8%)

ワンストップ窓口である
…92

ワンストップ窓口である
…70

市区町村
１６２団体



② データ対応の徹底（申請処理に係るデータの利活用）

特別区（23団体中）

全市区町村（1733団体中）

45.9%（795）

6%（104）

22.1%（176）

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

申請処理に係るデータを把握している

バックヤード事務の集約化を実施している

分析・活用している

95%（19）

60%（12）

47.4%（9）

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

申請処理に係るデータを把握している

バックヤード事務の集約化を実施している

分析・活用している

指定都市（20団体中）

91.3%（21）

30.4%（7）

57.1%（12）

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

申請処理に係るデータを把握している

バックヤード事務の集約化を実施している

分析・活用している

中核市（61団体中）

75.4%（46）

26.2%（16）

41.3%（19）

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

申請処理に係るデータを把握している

バックヤード事務の集約化を実施している

分析・活用している

指定都市・中核市以外の市（706団体中） 町村（923団体中）

59.8%（422）

8.5%（60）

26.5%（112）

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

申請処理に係るデータを把握している

バックヤード事務の集約化を実施している

分析・活用している

31.1%（287）

1%（9）

8.4%（24）

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

申請処理に係るデータを把握している

バックヤード事務の集約化を実施している

分析・活用している
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把握した申請処理に係るデータの活用方法（複数回答）

39.2%
(69)

39.2%
(69)

46.0%
(81)

19.3%
(34) 12.5%

(22)

21.0%
(37)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

処
理
工
程
の
分

業
化

時
間
を
要
し
て

い
る
工
程
の
人

員
体
制
強
化

処
理
件
数
の
多

い
時
間
帯
の
人

員
体
制
強
化

相
談
業
務
へ

の
人
員
体
制

強
化

市区町村（176団体中）

企
画
立
案
等
の
窓

口
業
務
以
外
へ
の

人
員
体
制
強
化

そ
の
他

把握した申請処理に係るデータの分析方法（複数回答）

92.6%
(163)

28.4%
(50)

22.7%
(40)

19.9%
(35)

18.8%
(33)

28.4%
(50)

2.8%
(5)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

処
理
件
数
分
析

工
程
ご
と
の
処
理

時
間
分
析

工
程
ご
と
の
待
ち

時
間
分
析

手
続
き
手
法
別

（
オ
ン
ラ
イ
ン
申

請
、
紙
ま
た
は

デ
ー
タ
に
よ
る
対

面
の
申
請
）
の
処

理
時
間
分
析

市区町村（176団体中）

手
続
き
手
法
別
（
オ
ン

ラ
イ
ン
申
請
、
紙
ま
た

は
デ
ー
タ
に
よ
る
対
面

の
申
請
）
の
待
ち
時
間

分
析

住
民
満
足
度
分
析

そ
の
他
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19.1%（139）

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

書かない窓口や総合窓口等の導入に伴い、空間
整備を実施したことがある

指定都市・中核市以外の市（706団体中） 町村（923団体中）

7%（65）

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

書かない窓口や総合窓口等の導入に伴い、空間
整備を実施したことがある

全市区町村（1733団体中）

12.8%（222）

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

書かない窓口や総合窓口等の導入に伴い、空間
整備を実施したことがある

中核市（61団体中）

19.7%（12）

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

書かない窓口や総合窓口等の導入に伴い、空間
整備を実施したことがある

③ 庁舎空間の在り方

実施したことがある空間整備の内容は以下のとおりである。（複数回答）

44.6%
(99)

15.3%
(34)

65.8%
(146)

20.7%
(46)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

記
載
台
の

撤
去

待
合
席
の

縮
小

そ
の
他

市区町村（２２２団体中）

相
談
ス

ペ
ー
ス
の

拡
充

指定都市（20団体中）

30%（6）

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

書かない窓口や総合窓口等の導入に伴い、空間
整備を実施したことがある

特別区（23団体中）

17.4%（4）

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

書かない窓口や総合窓口等の導入に伴い、空間
整備を実施したことがある

28
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④ 行政手続のオンライン化の推進状況

１ オンライン申請を可能とするための汎用的電子申請システム導入
オンライン化するためのシステムについて「導入済み」又は「導入予定」と回答した団体のうち、
都道府県では47団体（100％）、市区町村では、1,079団体（62.3％）が導入している。

47
(100%)

導入済み…47

令和５年度中に導入予定…0

令和６年度以降に導入予定…0

予定なし…0

都道府県
47

1,079
(62.3%)60

(3.5%)

114
(6.6%)

480
(27.7%) 導入済み…1,079

令和５年度中に導入予定…60

令和６年度以降に導入予定…114

予定なし…480

市区町村
1,733

・ オンライン申請を可能とするための汎用的電子申請システムについて、「導入済み」又は「導入予定」と
回答した団体のうち、汎用的電子申請システムでのマイナンバーカードを用いたオンライン申請の対応状況は
次のとおりである。

45
(95.7%)

2
(4.3%)

対応している…45

対応していない…2

都道府県
47

920
(73.4%)

333
(26.6%)

対応している…920

対応していない…333

市区町村
1,253
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・ 汎用的電子申請システムでのマイナンバーカードを用いたオンライン申請の対応状況について、
「対応していない」と回答した団体のうち、カードを用いたオンライン申請を可能とするための
汎用的電子申請システムの改修予定は次のとおりである。

２ ぴったりサービスと自治体の基幹システムをエンドトゥエンドで接続するための申請管理システムの導入
（市区町村のみ回答）
市区町村では1,037団体（59.8％）が導入済みで、
173団体（10.0％）が導入予定である。

1
(50.0%)

1
(50.0%)

令和５年度中にシステム改修を
予定している…1

令和６年度以降にシステム改修
を予定している…1

システム改修の予定はない…0

都道府県
マイナンバーカード対応

していない
2

14
(4.2%)

84
(25.2%)

235
(70.6%)

令和５年度中にシステム改修を
予定している…14

令和６年度以降にシステム改修
を予定している…84

システム改修の予定はない
…235

市区町村
マイナンバーカード
対応していない

333

1,037
(59.8%)

24
(1.4%)

54
(3.1%)

95
(5.5%)

523
(30.2%)

導入済み…1,037

令和５年度中に導入予定…24

令和６年度以降に導入予定…54

導入予定（時期未定） …95

導入予定なし…523

市区町村
1,733
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３ 共同調達・共同利用しているシステム
共同調達・共同利用をしているシステムについて、都道府県では44団体（93.6%）、市区町村では
1,287団体（74.3%）が有しており、対象システムは下記のとおりである。
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４ オンライン利用実績
「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和５年６月９日閣議決定）において、地方公共団体が
優先的にオンライン化を推進すべき手続とされている59手続の令和４年度のオンライン利用率は57.6％である。

手続の類型 年間手続総件数 オンライン利用率

１）図書館の図書貸出予約等 147,392,752件 74.8% 
２）文化・スポーツ施設等の利用予約 85,424,219件 63.0% 
３）研修・講習・各種イベント等の申込 14,154,531件 53.2% 
４）地方税申告手続（eLTAX） 124,949,613件 73.4% 
５）自動車税環境性能割の申告納付【都道府県のみ】 7,307,121件 20.1%
６）自動車税の賦課徴収に関する事項の申告又は報告【都道府県のみ】 10,284,862件 18.7% 
７）自動車税住所変更届【都道府県のみ】 508,313件 34.1% 
８）水道使用開始届等 13,943,032件 12.2%
９）港湾関係手続 1,101,347件 44.6%
10）道路占用許可申請等 1,350,374件 15.8%
11）道路使用許可の申請【都道府県のみ】 3,454,577件 2.9%
12）自動車の保管場所証明の申請【都道府県のみ】 7,064,048件 19.8%
13）駐車の許可の申請【都道府県のみ】 544,732件 0.7%
14）建築確認 180,602件 0.7％
15）粗大ごみ収集の申込 35,828,472件 25.1％
16）産業廃棄物の処理、運搬の実績報告 487,776件 16.0%
17）犬の登録申請、死亡届 1,026,981件 6.8%
18）感染症調査報告 7,323,067件 59.5％
19）職員採用試験申込 655,524件 79.4％
20）入札参加資格審査申請等 2,358,239件 47.2％
21）入札 1,345,720件 73.0％
22）衆議院・参議院選挙の不在者投票用紙等の請求 321,643件 2.7％
23）消防法令における申請・届出等 2,081,322件 0.9%

ａ．処理件数が多く、オンライン化の推進による住民等の利便性の向上や業務の効率化効果が高いと考えられる手続
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手続の類型 年間手続総件数 オンライン利用率
７）高額介護（予防）サービス費の支給申請 4,396,828件 0.0%  
８）介護保険負担限度額認定申請 1,178,977件 0.0% 
９）居宅介護（介護予防）福祉用具購入費

の支給申請 487,485件 0.0% 
10）居宅介護（介護予防）住宅改修費の

支給申請 498,948件 0.0%

11）住所移転後の要介護・要支援認定申請 117,800件 0.0%

手続の類型 年間手続総件数 オンライン利用率
１）罹災証明書の発行申請 92,939件 5.2% 
２）応急仮設住宅の入居申請 456件 3.8% 
３）応急修理の実施申請 0件 0.0% 
４）障害物除去の実施申請 0件 0.0% 
５）災害弔慰金の支給申請 77件 0.0% 
６）災害障害見舞金の支給申請 0件 0.0% 
７）災害援護資金の貸付申請 159件 0.0% 
８）被災者生活再建支援金の支給申請 4,265件 0.0% 

ｂ．住民のライフイベントに際し、多数存在する手続をワンストップで行うために必要と考えられる手続

手続の類型 年間手続総件数 オンライン利用率
１）児童手当等の受給資格及び児童手当

の額についての認定請求 734,437件 0.8% 
２）児童手当等の額の改定の請求及び

届出 456,912件 0.4% 

３）氏名変更／住所変更等の届出 205,552件 0.6% 
４）受給事由消滅の届出 458,936件 0.2% 
５）未支払の児童手当等の請求 5,051件 0.2% 
６）児童手当等に係る寄附の申出 34件 0.0% 
７）児童手当に係る寄附変更等の申出 5件 0.0% 
８）受給資格者の申出による学校給食費等

の徴収等の申出 67,773件 0.0% 
９）受給資格者の申出による学校給食費等

の徴収等の変更等の申出 3,955件 0.1% 

10）児童手当等の現況届 895,091件 0.4% 
11）支給認定の申請 1,368,627件 2.8% 
12）保育施設等の利用申込 1,362,063件 3.9% 
13）保育施設等の現況届 2,464,182件 1.9% 
14）児童扶養手当の現況届の事前送信 659,755件 0.1% 
15）妊娠の届出 786,863件 1.3% 

＜子育て関係＞

＜介護関係＞

＜被災者支援関係＞

手続の類型 年間手続総件数 オンライン利用率
１）要介護・要支援認定の申請 2,007,609件 0.1% 
２）要介護・要支援更新認定の申請 3,609,176件 0.2%  
３）要介護・要支援状態区分変更認定の申請 884,907件 0.2%   
４）居宅（介護予防）サービス計画作成

（変更）依頼の届出 2,309,910件 0.1% 

５）介護保険負担割合証の再交付申請 294,196件 0.0%  
６）被保険者証の再交付申請 548,677件 0.0%  

＜転出・転入手続関係＞
手続の類型 年間手続総件数 オンライン利用率

１）転出届【市区町村のみ】 4,097,655件 5.5%  
２）転入予定市区町村への来庁予定の連絡

【市区町村のみ】※５ ー ー

＜介護関係＞

※５ 59手続のうち「転入予定市区町村への来庁予定の連絡」については、
転出届をオンライン利用のぴったりサービス上で実施することで、同時に申請され、
転出届とオンライン利用率が同じになることから集計を実施していない。
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24,007 万件 24,781 万件
27,926 万件

28,735 万件

50.6%
52.7% 55.6% 57.6%
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（万件） （％）

オンライン利用件数（左軸） オンライン利用率（右軸）

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

年間手続総件数 47,408万件 47,032万件 50,257万件 49,909万件
（万件）

オンライン利用状況
※６・７

※６ 令和2年度、令和元年度のオンライン利用状況の実績については、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和4年6月7日閣議決定）において、
地方公共団体が優先的にオンライン化を推進すべき手続とされている59手続を対象として、再度調査し算出したもの。

※７ オンライン利用率（％）＝オンライン利用件数／年間総手続件数×100
年間総手続件数は、対象手続に関して既にオンライン化している団体における、総手続件数と人口を基に算出した全国における推計値である。
オンライン利用件数は、より精緻なオンライン利用率の算出を行うため、年間総手続件数と同様、推計値としている。
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５ オンライン利用の促進等に向けて講じた措置（複数回答）

・ オンラインサービスの提供手段の改善のために講じた措置（複数回答）

・ オンライン利用時の利便性向上のために講じた措置（複数回答）
都道府県 市区町村

都道府県 市区町村
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・ オンライン利用のメリットの拡大のために講じた措置（複数回答）

・ オンライン手続の広報・普及強化のために講じた措置（複数回答）

都道府県

都道府県 市区町村
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１ CSIRT（情報セキュリティインシデントに対処するための体制）の整備
都道府県では全団体、市区町村では1,397団体（80.2％）が整備している。

① 組織体制・規程類の整備

47
(100%)

整備している…47

整備していない…0
都道府県

47

２ 緊急時対応計画（情報セキュリティに関する事故及び障害等が発生した場合の体制と対応手順）の策定
都道府県では全団体、市区町村では1,282団体（73.6％）が緊急時対応計画を策定している。

47
(100%)

策定している…47

策定していない…0
都道府県

47

1,282
(73.6%)

459
(26.4%)

策定している…1,282

策定していない…459
市区町村
1,741

1,397
(80.2%)

344
(19.8%)

整備している…1,397

整備していない…344
市区町村
1,741
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② 人的セキュリティ対策の実施（複数回答）
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③ 調達時・運用時の情報セキュリティ対策（複数回答）
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④ 情報セキュリティ対策の監査・点検（複数回答）
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⑤ 情報システムに関する業務継続計画（ICT-BCP）の策定状況
１ ICT-BCPの策定
都道府県では全団体、市区町村では978団体（56.2%）が策定している。
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市区町村
1,741
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２ 情報システムに関する業務継続訓練の実施（複数回答）
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（４）AI・RPAの導入状況
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出典：「地方公共団体におけるAI・RPAの実証実験・導入状況等調査」（総務省情報流通行政局地域通信振興課）

47
(100%)

導入している…47

導入していない…0都道府県
47

791
(45.4%)950

(54.6%)

導入している…791

導入していない
…950

市区町村
1,741

１ AIの導入状況
都道府県では全団体、市区町村では791団体（45.4％）が導入している。（令和４年12月31日現在）

２ RPAの導入状況
都道府県では44団体（93.6％）、市区町村では641団体（36.8％）が導入している。

（令和４年12月31日現在）

44
(93.6%)

3
(6.4%)

導入している…44

導入していない…3都道府県
47

641
(36.8%)

1,100
(63.2%)

導入している…641

導入していない…1,100市区町村
1,741

出典：「地方公共団体におけるAI・RPAの実証実験・導入状況等調査」（総務省情報流通行政局地域通信振興課）



（５）テレワークの導入状況
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１ テレワークの導入状況
都道府県では全団体、市区町村では1,055団体（60.6％）が導入している。
（令和５年10月１日現在）

47
(100%)

導入している…47

導入していない…0都道府県
47

1,055
(60.6%)

686
(39.4%)

導入している…1,055

導入していない…686市区町村
1,741

出典：「地方公共団体におけるテレワークの取組状況調査」（総務省自治行政局公務員部女性活躍・人材活用推進室）



（６）デジタルデバイド対策
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２ デジタルデバイド対策の具体的な施策（複数回答）
都道府県及び市区町村ともに、スマホやタブレット等のデジタル機器やサービスの利用方法を教える講習会を
開催している団体が最も多かった。

１ 地方公共団体独自のデジタルデバイド対策の実施
都道府県では44団体（93.6％）、市区町村では1,197団体（69.1％）が実施している。
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４ 講習会の内容（複数回答）
都道府県及び市区町村ともに、電源の入れ方、チャットアプリ・カメラ・インターネットの使い方など
スマートフォン等の基本的な操作方法を講習会の内容としている団体が最も多かった。

３ 講習会の開催形態（複数回答）
都道府県及び市区町村ともに、自団体独自で民間事業者等への委託や連携協定等に基づき開催
している団体が最も多かった。
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６ 相談窓口の受付内容（複数回答）
都道府県及び市区町村ともに、電源の入れ方、チャットアプリ・カメラ・インターネットの使い方など
スマートフォン等の基本的な操作方法を相談窓口の受付内容としている団体が最も多かった。

５ 相談窓口の設置形態（複数回答）
都道府県及び市区町村ともに、自団体独自で民間事業者等への委託や連携協定等に基づき設置
している団体が最も多かった。
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（７）行政サービスの向上・高度化
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① ホームページ等の状況
１ ホームページ等での住民参画や行政の透明性確保のための措置（複数回答）
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２ ホームページの機能等（複数回答）
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１ 人事給与システムにおける電子決裁
都道府県では18団体（38.3％）、市区町村では471団体（27.2％）において電子決裁機能がある。

② 電子決裁の状況

電子決裁機能の有無

電子決裁率の把握

18
(38.3%)

29
(61.7%)

電子決裁機能がある…18

電子決裁機能がない…29
都道府県

47

7
(38.9%)

11
(61.1%)

把握している…7

把握していない…11
都道府県

電子決裁機能がある

18

471
(27.2%)

1,262
(72.8%)

電子決裁機能がある…471

電子決裁機能がない…1,262
市区町村
1,733

174
(36.9%)

297
(63.1%)

把握している…174

把握していない…297
市区町村

電子決裁機能がある
471
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２ 財務会計システムにおける電子決裁
都道府県では19団体（40.4％）、市区町村では429団体（24.8％）において電子決裁機能がある。

電子決裁機能の有無

電子決裁率の把握

19
(40.4%)

28
(59.6%)

電子決裁機能がある…19

電子決裁機能がない…28
都道府県

47

12
(63.2%)

7
(36.8%) 把握している…12

把握していない…7

都道府県
電子決裁機能がある

19

429
(24.8%)

1,304
(75.2%)

電子決裁機能がある…429

電子決裁機能がない…1,304
市区町村
1,733

232
(54.1%)

197
(45.9%)

把握している…232

把握していない…197

市区町村
電子決裁機能がある

429
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３ 文書管理システムにおける電子決裁
都道府県では40団体（85.1％）、市区町村では615団体（35.5％）において電子決裁機能がある。

電子決裁機能の有無

電子決裁率の把握

40
(85.1%)

7
(14.9%)

電子決裁機能がある…40

電子決裁機能がない…7
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47
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5
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把握している…35

把握していない…5
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電子決裁機能がある
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(35.5%)
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(64.5%)

電子決裁機能がある…615

電子決裁機能がない…1,118
市区町村
1,733

344
(55.9%)

271
(44.1%)

把握している…344

把握していない…271
市区町村

電子決裁機能がある

615
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③ 災害時の被災者情報管理業務システムの整備状況

２ 災害時の被災者情報管理業務システムの種類

１ 災害時の被災者情報管理業務システムの整備
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導入予定なし…16

都道府県
47
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37
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158
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(25.7%)

整備済み…1,093
整備中…37
導入予定…158
導入予定なし…445

市区町村
1,733
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④ 統合型地理情報システム（GIS）の整備状況

２ 統合型地理情報システムへの取組の妨げとなっている原因（複数回答）
導入予定がない団体において、取組の妨げとなっている原因は、都道府県では8団体（53.3％）、
市区町村では196団体（70.0％）が「財政状況」であった。

１ 統合型地理情報システムへの取組
都道府県では25団体（53.2％）、市区町村では1,142団体（65.9％）が既に導入している。

25
(53.2%)
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既に導入済み…25

データのみ整備中…1
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調査中（システム設計等）…0

導入検討中…6

導入予定なし…15

都道府県
47
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市区町村
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３ 統合型地理情報システムの利用業務（複数回答）
導入している団体における利用業務は、都道府県では、「農林政」業務が22団体（88.0％）と最も多く、
市区町村では、「道路」業務が931団体（81.5％）と最も多かった。
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４ 統合型地理情報システムの整備方法（複数回答）

５ 統合型地理情報システムの活用状況（複数回答）
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用語 定義

フロントヤード改革 地方公共団体と住民との接点である「フロント」について、非対面のオンライン申請へのシフトのみならず、対面でも「書かないワンストップ
窓口」を導入する等「書かない」「待たない」「迷わない」「行かない」窓口を目的とした総合的な取組。

手続き案内システム Web上で簡単な質問に答えることで、必要な手続き、持ち物、手続き場所などを調べることができるシステムをいう。

AIチャットボット 人工知能を活用した自動会話プログラムのことをいう。

キオスク端末 マイナンバーカードを活用した各種証明書自動交付サービス端末のことをいう。

リモート窓口 本庁舎と支所・出張所等との間をオンラインでつなぎ、ビデオ会議システムを通じて相談業務等を行う窓口をいう。

総合案内 庁舎の窓口を案内するための案内をいう。

ワンストップ
１カ所の窓口カウンターで完結すること（相談等の専門性が高い業務は除く）を想定しており、別の課（同じフロアも含む）に案内をす
るケースは除く。証明の発行のみを行っている場合は除く（例：市民課にて税務証明の発行を行っている等。）支所、出張 所のみでの
実施は除く。

総合窓口 住民等からの各種申請等（戸籍・住民基本台帳業務、税証明、福祉業務等）に関する受付部署を複数部署から１部署に集約し、
例外的なケースを除きワンストップで対応が完結する取組のことをいう。

書かない窓口 来庁者又は来庁予定者が行う手続きにおける各種申請書等への記入について、デジタル技術を用いて簡便化しているものをいう。

バックヤード事務の集
約化

フロントヤード改革に伴い、住民からの申請の受付処理やデータ入力といった定型的な業務を集約して実施すること（支所での事務処
理を本庁に集約化等）をいう。

CIO

経営戦略の一部としてのDX戦略の立案・実行、デジタル技術等に関する専門的な知識・経験に基づく経営戦略の提案、デジタル技術
を活用した組織や業務プロセスの改革、組織のIT資産（人材、ハードウェア、ソフトウェアなど）の管理、職員のデジタルスキルの向上、調
達の最適化、データの利活用などに関して、庁内マネジメントの中核を担う最高情報統括責任者のこと。こうした役割を果たす者であれば、
名称は問わないため、CDOなど他の名称のものを含む。なお、その役割上、外部人材をCIOに任命する際、業務委託を活用することや特
別職非常勤職員（地方公務員法第３条第３項第３号に該当する者をいう。）が就くことは想定されず、常勤職員が就くことが想定さ
れる。

CIO補佐官等 デジタル技術等に関する専門的な知識・経験を基に、CIOに対して助言等を行い、CIOの任務を補佐する者のこと。こうした役割を果た
す者であれば、名称は問わないため、CDO補佐官など他の名称のものを含む。

本概要における用語の定義
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用語 定義

CISO
コンピュータシステムやネットワークのセキュリティ対策、機密情報や個人情報の管理などを統括する最高情報セキュリティ責任者のこと。な
お、その役割上、外部人材をCISOに任命する際、業務委託を活用することや特別職非常勤職員（地方公務員法第３条第３項第３
号に該当する者をいう。）が就くことは想定されず、常勤職員が就くことが想定される。

DX推進担当課室 DX推進の企画立案や部門間の総合調整、全体方針や個々のDXの取組の進捗管理等を担う部署。したがって、デジタル化推進課等
が想定される。

情報政策担当課室 情報システムやネットワークの運用・管理、情報セキュリティに関する事務を担当している部署。したがって、情報システム課等が想定される。

外部デジタル人材 民間企業経験者や学識経験者、地方公共団体の情報システム担当部門経験者等であって、デジタル技術等に関する知見を有する
外部人材。

汎用的電子申請
システム デジタル庁が提供する「ぴったりサービス」を除く自治体独自で導入したオンライン申請サービスのこと。

申請管理システム 基幹システムへ申請データを連携するために、連携サーバや既存住基システム等との連携に必要な機能を持ったシステムのこと。

RSS機能 ホームページのニュースや新着情報など更新された情報をまとめ、RSSリーダと呼ばれるソフトウェアにリアルタイムに配信する機能のこと。

CMS
ホームページのテキストやグラフィックなどの素材を統合的に管理し、更新・配信するソフトウェア。定型的に素材を登録することで、ホーム
ページの情報が半自動的に更新されることから、一貫性のあるサイト構築が実現でき、ユーザビリティの向上につながるほか、リンクの変更・
削除などの管理や公開日時の設定の機能を持つものもある。

地理情報システム
地理的位置を手がかりに、位置に関する情報を持ったデータ（空間データ）を総合的に管理・加工し、視覚的に表示し、高度な分析や
迅速な判断を可能とする技術。「統合型GIS」とは、庁内LAN等のネットワーク環境のもとで、庁内で共用できる空間データを「共用空間
データ」として一元的に整備・管理し、各部署において活用する庁内横断的なシステムである。

CSIRT 情報システムに対するサイバー攻撃等の情報セキュリティインシデントが発生した際に、発生した情報セキュリティインシデントを正確に把握・
分析し、被害拡大防止、復旧、再発防止等を迅速かつ的確に行うことを可能とするための機能を有する体制のこと。

デジタルデバイド対策デジタル技術の利活用により、年齢、障害の有無、性別、国籍、経済的な理由等にかかわらず、誰も取り残さない形で、全ての国民にデジタル化の恩恵を広くいきわたらせていくための対策。


	自治体DX・情報化推進概要�～令和５年度地方公共団体における行政情報化の推進状況調査の取りまとめ結果～
	～　目次　～
	１．はじめに
	２．調査結果 （１）自治体DXの推進体制等
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	（２）自治体フロントヤード改革の取組状況等
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	スライド番号 33
	スライド番号 34
	スライド番号 35
	スライド番号 36
	スライド番号 37
	（３）情報セキュリティ対策
	スライド番号 39
	スライド番号 40
	スライド番号 41
	（４）AI・RPAの導入状況
	（５）テレワークの導入状況
	（６）デジタルデバイド対策
	スライド番号 45
	スライド番号 46
	（７）行政サービスの向上・高度化
	スライド番号 48
	スライド番号 49
	スライド番号 50
	スライド番号 51
	スライド番号 52
	スライド番号 53
	スライド番号 54
	本概要における用語の定義
	本概要における用語の定義

